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 TEAM yoko-so   

税理士法人横浜総合事務所  

株式会社横浜総合マネジメント／株式会社横浜総合フィナンシャル／株式会社横浜総合エクスペリエンス 

＜ 横浜総合ＡＳＰ推進センター ／横浜総合Ｍ＆Ａセンター ＞ 

 
 
 

   セミナーのご案内   ※関与先値引き有り 

★ “戦略の日” 中期経営計画作成セミナー 

              自社の５年後のあるべき姿と、そのための経営課題を明確にするための一日！ 

日時 ： ２０２３年 ５月１８（木） ６月８（木） ６月２７（火）／１０時～１８時半 

場所 ： 横浜総合事務所セミナールーム 

募集 ： ３社限定  料金一社 ５５，０００円 

昼食代込 （お二人迄参加可） 

 

 

 

★ “未来創造塾” 全６回経営者セミナー  ≪※※※年間会員募集中※※※≫ 

              第１３５回「スーツの着こなし方が変わる姿勢と歩き方』 ～健康経営の第一歩～ 

講師：株式会社 WALK&WALK  代表取締役 我妻 啓子 

日時 ： ２０２３年５月１１日（木）／１６時～１８時 

場所 ： 横浜総合事務所セミナールーム 

募集 ： ５，０００円（未来創造塾年会員の方及びお連れ様 1 名は無料） 

 

 

  ネットワーク   

日本大通り法律事務所、小越豊司法書士･行政書士事務所、小俣不動産鑑定士事務所 

㈱人財経営センター、㈱日本Ｍ＆Ａセンター、社会保険労務士法人エール 

㈱事業パートナー、㈱ＦＰＧ、㈱経営改善支援センター、一般社団法人フードアカウンティング協会 

㈱パワーズアンリミテッド、税理士法人東京クロスボーダーズ 

ベンチャー支援機構ＭＩＮＥＲＶＡ（支援会員） 他 

〒231-0023 横浜市中区山下町 209 帝蚕関内ビル 10Ｆ 

TEAM 横浜総合事務所 ／TEL045(641)2505、FAX045(641)2506 

ホームページ  http://www.yoko-so.co.jp/ 
 Note（毎月更新）、facebook（毎日更新）にもつながります 
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                              （vol.３９２）２０２３年 ４月                       

TEAM yoko-so 

                               “““eeexxxeeecccuuutttiiiooonnn２２２０００２２２３３３---７７７５５５＊＊＊８８８”””   

            私たちはお客様の“元気”をサポートします！ 

自自自社社社ののの CCCooorrreeeVVVaaallluuueee ををを創創創るるる！！！   
TEAM yoko-so の新年度は１５時間にわたる「新卒・新人理念研修」からスタートします。私たちは仕事

に向き合うときに「どうやるか」の前に「なぜやるか」の共有を大切にしています。今年入社した４人の新

人に「なぜ yoko-so を選んだのか？」と聞いたところ全員が「理念が明確だった」「雰囲気が楽しそう」の二

つを挙げてくれて「他の会社は条件や仕事内容が主で理念についての説明はほとんどなかった」「特に会計事

務所は暗い雰囲気で yoko-so は飛びぬけて明るかった」との意見をもらいました。 
私たちは理念経営を志向しその確立により着実に成長をさせていただいてきました。理念経営とは「組織

の存在意義、目指すもの、在り方」、つまり「組織の核（CoreValue）」を明確にしてこれを中心に経営をする

ということにほかなりません。 

● 理念経営の効果 

理念経営の主な効果として次のものが挙げられます。 
① 就職希望者や社員の労働条件以外の最大の選択肢となる 
② 経営判断の基準を明確にしブレない経営ができると同時に権限移譲による社員育成の柱となる 
③ お客様に自社を選んでいただく理由となり顧客のファン化の基盤となる 

  つまり「自社が何者であるか」を明確にすることにより、社員の帰属意識とモチベーションをアップさせ、

経営者がブレずに経営にスジを通した決断をする基盤となり、お客様に信頼と共感を頂きファンになってい

ただくことにより単なる商品や技術だけでない最大の参入障壁となり他社差別化にもつながるのです。 

● 経営理念を創造しよう 

私共の計画作成立案セミナーで社長が一番苦労するのが「経営理念」の作成です。他社の理念から借りた 

 耳触りの良い言葉を並べても魂が籠らず社員の心にも響きません。本物の理念を創るにはまず社長が現在の 

 自分の価値観を創った過去の出会いや経験を整理して紐づけ自分の「人生の棚卸」をする必要があります。

人は何の価値観も持たず真っ白で生まれてきます。今の自分の価値観はすべて過去の出会いによって他者 

から借り受けたモノなのです。ですから自分の価値観のルーツを紐解き整理し、未来に向かって大切にして 

いきたい価値観を確認して「組織の価値観」として「理念（CoreValue）」にまとめる必要があります。 

つまり理念は単に今思いついたものではなくそれを創るに至ったストーリーが必要なのです。 

● ダメな経営理念 

ですから、こんな経営理念はまったく効果を上げることができません。 
① 他社の理念にある言葉を単になぞっただけの借り物理念 
② 理念に対するストーリー（社長個人や組織の経験や歴史など）がない 
③ 経営陣が経営理念に沿って生きていない。経営とは生き様である 
④ 経営幹部が経営理念を現場に分かりやすく通訳できない 
⑤ 社長から常に経営理念についての発信、メッセージがない 

  社長の経験から滲み出たものが組織の理念となり、社長や幹部がその理念の体現者であり、組織の中で常

に社長から理念についてのメッセージや解説や事例等々のメッセージがあり、社長の発信したメッセージを

幹部が分かりやすく社員に解説し伝えられる力がある必要があります。 
 

http://www.yoko-so.co.jp/
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 今今月月ののワワンンポポイインントト！！          ((担担当当：：岩岩瀧瀧))    

◆◆◆   生前贈与課税の改正点 

● はじめに 

これから２０年以上にわたり団塊の世代が保有する資産が子孫に引き継がれていく大相続時代を迎えると

言われている日本では、少子高齢化に伴い相続する子世代も高齢化していると想定され、いわゆる老老相続

の増加や若年世代への資産移転が課題とされています。令和５年度税制改正大綱では資産移転の時期に、よ

り中立的な税制の構築を目的とした生前贈与課税の見直しが行われました。 

● 生前贈与加算の期間が３年から７年へ延長に 

贈与税の「暦年課税」制度は、その年の１月１日から１２月３１日までの一年間に贈与された財産価額が

１１０万円以下であれば、贈与税が非課税となることを利用した贈与制度です。ただし、贈与者の相続発生

時には亡くなる３年までの期間で贈与した財産も相続財産に加算して相続税を計算します。今回の税制改正

では、この加算期間が延長となりました。 
改正前 

 

改正後 

 
改正のポイント 
① 相続時に課税価格に加算される贈与期間を、相続開始前３年から７年へ延長 
② 延長された４年間に受けた贈与については、合計１００万円までは相続財産に加算しない 
【適用時期】令和６年１月１日以降に行われる贈与により取得する財産について適用 
（改正の影響が出るのは令和９年以後となり、加算期間が順次７年間に延長となる） 

● 相続時精算課税の利便性向上に向けて 

贈与税の「相続時精算課税」制度では、原則６０歳以上の父母又は祖父母から、１８歳以上の子又は子孫

に対して生前贈与をする際に２５００万円までの特別控除額までは贈与税が非課税となる制度です。ただし

贈与者の相続発生時には、この制度を利用して贈与した財産を相続財産に加算して相続税と一体的に計算し

ます。今回の改正において精算課税制度の利便性の向上が図られました。 
改正前 

 

改正後 

 
改正のポイント 
① 暦年課税の基礎控除とは別途、毎年１１０万円の基礎控除を新設。１１０万円までの贈与であれば贈与

税申告が不要となり、基礎控除分は相続時の相続財産にも加算不要となる 
② 相続時精算課税で贈与を受けた一定の土地・建物が災害によって一定以上の被害を受けた場合、相続時

にその課税価額から災害によって被害を受けた部分の額を控除する 
【適用時期】基礎控除は令和６年１月１日以後に贈与により取得する財産にかかる相続税又は贈与税、ま

た災害による再計算については令和６年１月１日以後に生ずる災害により被害を受けた場合から適用 
● 暦年課税 と 相続時精算課税 の使い分けがカギに 

贈与税の「暦年課税」と「相続時精算課税」の選択制度は改正後も引き続き維持され、一度相続時精算課

税制度を選択した年以後はその撤回はできません。また生前贈与にはその他様々な制度が設けられています

ので、資産を譲る人・受ける人、資産の種類や金額によっての使い分け、また贈与だけでなく相続も考えた

トータルでの対策が必要となります。制度の詳細等については、担当者までご相談ください。 
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今今月月のの一一言言・・・・・・““良良薬薬はは口口にに苦苦しし””      

 

「 壁というのは できる人にしかやってこない。 
越えられる可能性のある人にしかやってこない。 

だから、壁がある時はチャンスだと思っている。 」（イチロー） 
  

乗り越えられる大きさしか壁は自分では認識できないので、１００％乗り越えられます 
 

★本や講演やお客様のお話の中から、「これは自分の生き方に取り入れよう」と感じた 
ことをノートに書きとめています。そのノートの中から一言．．．(ｖｏｌ．１８０) 

 

★  ３月の米欧金融危機は表面的には後退しましたが、水面下では不穏な動きが続いています。SNS で「次に

危ない金融機関」の情報が広まり、信ぴょう性とは別に不安がネットで拡散されたことで取り付け騒ぎが起

こってしまう時代です。米国債の保証料率の「長短逆転」が起こっています。米国債の保証料率は直近で１

年物が０．９８％と５年物を０．４３％上回っています。金利が上昇し国債の価値が下がり銀行資産の劣化

が金融不安を広げてしまう状況が再び起こらないか注意が必要です。            （NISHIO） 

★  ３月１４日確定申告の追い込み時期でしたがワタミ様の支援する、日本最大級のソーシャルビジネスコン

テスト【みんなの夢アワード１３】に参加してきました！社会貢献を通じて、事業化を目指す７名の事業家

の卵のプレゼンを、渡邊美樹さんと投資家の面々が評価する内容で、改めて事業とは社会の課題解決のため

に存在する意義を再認識する機会となりました。男子小学生のなりたい職業ランキング 1 位が【会社員】の

日本･･･。働くことの大切さや面白さを、子供達に伝える教育の在り方も考えないとです！（TOCHIKURA） 

★  新入社員２名を迎え４月がスタートしました。“気分も新たに”などと感傷に浸る間もなく新卒採用活動

が始まっています。その傍ら中途採用活動も行っていますが、すごく難しいと感じるのは「ヘッドハンティ

ング」と言う手法が普通になっており、弊社社員にも連絡がきていること。採用する側は必至でアピールし

てきますが、仕事のやりがい、金銭面で「充実している」と感じられるような職場環境を整えていくことで

対抗するしかありません。もう一度エンゲージメントについて見直してみようと思います。(YAMAMOTO） 

★ 今月も週末を利用して「みちのく潮風トレイル」、前回の八戸～陸中中野（４８キロ）に続いて陸中中野～

陸中野田（５５キロ）を歩いてきました。初日は前日の雨で増水した高家川の渡渉が出来ず大きく高巻くア

クシデント、久慈の厳島神社の絶景。二日目は素晴らしいリアス式小袖海岸の絶景、潮風トレイル最難関と

言われる小袖から野田までの素晴らしい森と山道．．．熊注意の看板が並ぶ中を膝近くまで積もった落葉をか

き分け樹間から真っ青な太平洋を望み潮の香りがする山道は絶景の「潮風の山道」でした。野田からは三陸

鉄道で久慈に戻り久慈からバスで一時間半かけて二戸へ、さらに東京まで新幹線で三時間。三陸は不便な陸

の孤島であることも実感しました。山道から海岸に降りて陸中野田駅まであと約５キロ、二時間に一本しか 

ない電車の時間まで３５分、荷物背負って時速８.５キロで駆けないと間に 

合わない、口から心臓が出るほど走ったのに目の前で電車が走り去った時 

の絶望感(爆)。朝晩零下で霜が降り桜が二分咲きの陸中中野から歩き始め 

カタクリの花が咲き乱れ桜が満開になった陸中野田へ．．．１０００キロの 

潮風トレイルのうちまだ１００キロですがたくさんの貴重な想い出が積み 

上がっていきます。自然に感謝!               (IZUMI） 
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  ＦＦＰＰレレポポーートト       

★★★   悩悩悩めめめるるる高高高齢齢齢化化化社社社会会会第第第２２２２２２弾弾弾！！！   

  近年、空き家の数は増加を続けており、今後、更に増加が見込まれる中、空き家の対策の強化が急務とな

っています。こうした状況を踏まえ、周囲に悪影響を及ぼす特定空き家等の除去等の更なる促進に加え、周

囲に悪影響を及ぼす前の段階から空き家等の有効活用や適切な管理を確保し、空き家対策を総合的に強化す

るために政府は令和５年３月３日に「空き家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」を

閣議決定しました。今月は大きな社会問題となっております「空き家」についてレポートをお送り致します。 

●●●   特定空き家 

増え続ける空き家を抑止するための一つの策として、固定資産税の住宅用地特例を解除し、建て替えや売却 

を推進するという改正内容です。２０１５年に施行された「空き家対策特別措置法」の内容が変わり、誰も住

んでいない空き家の固定資産税が実質的に増税される可能性が出てきました。 

  法改正では、対象となる空き家の範囲が拡大し、税金が上がる可能性が高くなっています。今までは「特

定空き家」に指定された場合税金が高くなる仕組みでしたが、その前の段階の「管理不全空き屋」でも税金

が上がる可能性があります。 

●● 固定資産税が上がる？ 

  特定空き家とは倒壊などの恐れや周囲への悪影響がある空き家のことです。特定空き家に認定されると固 

定資産税の住宅用地特例が受けられなくなり、改善や解体命令を無視すると罰金を受ける可能性もあります。 

  改正では特定空き家になる可能性がある空き家を管理不全空き家と規定し、住宅用地特例が受けられなく 

なります。つまり、倒壊など今すぐ危険を及ぼす可能性がない空き家も固定資産税が上がる可能性があると

いうことです。 

  住宅用地は敷地面積によって固定資産税が軽減されています。小規模住宅用地（２００㎡以下）は固定資 

産税が１/６、一般住宅用地（２００㎡超）は固定資産税が１/３に軽減されています。管理不全空き家指定

されるとこの特例が受けられなくなるため、土地の固定資産税が３～６倍に上がってしまうのです。 

  仮に評価額１，０００万円、２００㎡以下の土地に建つ空き家の場合、税率１．４％で住宅用地特例が適

用されると約２．３万円が固定資産税額です。しかし管理不全空き家に指定されて住宅用地特例が解除され

ると固定資産税額は１４万円となり毎年１０万円以上税金が上がってしまいます。 

  固定資産税は毎年のランニングコストですから、１０年間の差額で考えると１００万円以上の負担増にな

ります。 

●●●   空き家の税金が上がるのはいつから？ 

３月３日に閣議決定されたため、この後国会にて衆参両院で審議されます。両院で可決されると法律として 

成立し、６０日以内に交付され一定期間ののちに施行されることになります。 

  どのように審議が進むかによりますが、現在の国会は１月２３日から１５０日の会期ですので、今年度中 

に施行となる可能性もあります。具体的な内容や施行日は変わるかもしれませんが、２０２３年から空き家

の税金が上がる可能性は高いと思います。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

㈱㈱㈱横横横浜浜浜総総総合合合フフフィィィナナナンンンシシシャャャルルルののの西西西尾尾尾ででですすす！！！   

現在、多くの自治体で空き家の解体・活用に関する補助金が活用できま

すが、税金が上がることが決まれば申し込みが殺到して早期締め切りに

なる可能性が高くなります。どのような対策を打つにしても早めに検討、

実行が重要です。 
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次号予告・おしらせ

来月は5月です。5月と言えば1年で最も決算数
の多い、3月決算5月申告のシーズンです。
確定申告が無事完了し、ほっとしたのも束の間
ですがyoko-so一同最後まで元気いっぱい気を
抜かずに駆け抜けていきます。

来月号はそんな繁忙期を走るyoko-soの一部を
お届けできるかと思います。お楽しみに。

暖かな日がつづき、過ごしやすい季節となりました。皆様はいかがお
過ごしでしょうか。

今季はマスクの着用が緩和され、各地でお花見をする方々が多くみら
れました。またＷＢＣでは日本が優勝するなど嬉しい出来事が多くござ
いました。
さてそんな中yoko-soにも嬉しい出来事がございました。

それは…２名の新入社員を無事迎えることができたことです！！
新メンバーを加え社内の雰囲気も若々しくなったような気がします。

「変わらないは、つまらない。」yoko-soのコーポレートメッセージ
でもありますが、新入社員を迎えることは特に大きい変化であると言っ
ても過言ではありません。新メンバーを加えたyoko-soでお客様へ更な
る貢献ができるよう日々精進してまいります。

気温の変化が激しい日々が続いていますが、皆様体調にはお気を付け
てお過ごしください。

今月の
yoko-so

 

  















お問合せ 税理士法人横浜総合事務所 栃倉・常平 TEL  ０４５－６４１－２５０５

相 談 会

http://www.yoko-so.co.jp

場所：横浜総合事務所 会議室

参加費：無料

※参加希望日時をご記入ください。調整させ

ていただきます。

相談会 申込書

FAX：045-641-2506

参加者名（経営者限定）：

住所：

電話:

参加希望日 第１希望： 月 日 ： ～

要件

１．事業計画について認定支援機関の確認
を受けること

２．付加価値額を向上させること
補助事業終了後3～5年で付加価値額
（または従業員一人当たり付加価値額）
の年率平均3.0～5.0%以上増加の達成。

税理士法人横浜総合事務所

令 和 4年 度 補 正 予 算 第 10回 公 募（6/30締切）

参加希望日 第２希望： 月 日 ： ～

会社名：

補助額、補助率の例

【成長枠】（中小企業）

補助額： 20人以下 100～2,000万円
21～ 50人 100～4,000万円
51～100人 100～5,000万円

101人以上 100～7,000万円
補助率 ： 1/2 （大規模な賃上げを行う

場合は2/3）
※上記のほかに最低賃金枠、物価高騰
対策・回復再生応援枠、産業構造転換枠
、グリーン成長枠、サプライチェーン強靭
化枠がございます。

こんな方にお勧めです。
・既存事業だけではこの先不安。
・新規事業に挑戦したい。
・認定支援機関って？どこに依頼すれば

いいかのかわからない。

認定支援機関

補助金１社あたり最大１億円

第10回公募から令和4年度補正予算で成
立した内容に変更となりました。
成長枠の新設など枠組みが増え、各種要
件が緩和され、利用しやすくなりました。

http://www.yoko-so.co.jp


弁当販売

➡オフィス勤務の方向け
の弁当販売を行う事業者
が、高齢者向けの食事宅
配事業を開始。

飲食業

建物費（建物の建築・改修、建物の撤去等）、機械装置・システ
ム購入費（設備、専用ソフトの購入やリース等）、技術導入費、
外注費（製品開発に要する加工、設計等）、広告宣伝費（広告作
成、媒体掲載等）、研修費（教育訓練費、講座受講等）等

※従業員の人件費・旅費、不動産、車両、汎用品の購入費は対象外です。

補助対象経費の例

ガソリン販売

➡新規にフィットネスジム
の運営を開始。

地域の健康増進ニーズに
対応。

小売業

ヨガ教室

➡室内での密を回避する
ため、新たにオンライン形
式でのヨガ教室の運営を
開始。

タクシー事業

➡新たに一般貨物自動車
運送事業の許可を取得し
、食料等の宅配サービス
を開始。

半導体製造装置部品製造

➡半導体製造装置の技
術を応用した洋上風力設
備の部品製造を新たに
開始。

画像処理サービス
➡映像編集向けの画像
処理技術を活用し、新
たに医療向けの診断
サービスを開始。

中小企業の事業再構築補助金の活用イメージ

サービス業

運輸業

製造業

情報処理業


